
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

千円

国　庫 分担金
支出金 負担金

現　計
予算額 60,192 0

補　正
要求額 13,584 0

13,584 013,584

13,584

0

健康福祉部地域福祉課生活支援係 電話番号：058-272-1111(内2647)
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（２）事業内容

0 0 0 0

２ 要 求 内 容

収　入
その他 県　債

0

別紙２

使用料 財　産区  分

手数料

0 0 0 0

事業費

60,192

寄附金

0

一　般
財　源

0

予 算 要 求 資 料

令和４年度６月補正予算

0

支出科目 款：民生費　項：社会福祉費　目：社会福祉諸費

 ＜財源内訳＞

財 源 内 訳

事 業 名

決定額

　新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、総合支援資金の再貸付が終了するなどによ
り、特例貸付を利用できない生活困窮者が存在するが、こうした世帯対して、就労による
自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給につなげるために支
援金を支給する。
　当該支援金制度は令和３年７月１日から開始され、申請期限は４回の延長により、現在
は令和４年８月３１日となっている。

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

13,584１ 事 業 費  補正要求額 千円)(現計予算額： 60,192

0 0 0

（１）要求の趣旨（現状と課題）

0

0

　【補正理由】
　　　「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」により申請の受付
　　期限が令和４年６月３０日から令和４年８月３１日まで延長されたことによる所要
　　見込額の増



（３）県負担・補助率の考え方

（４）類似事業の有無

　

（２）後年度の財政負担

　　新型コロナウイルス感染症セ－フティネット強化交付金の対象事業
　　（国10/10）

決定額の考え方
　

４ 参 考 事 項

（１）各種計画での位置づけ

13,584

事業内容の詳細

生活に困窮する世帯への支援金（町村部分）　　13,584千円

事業内容

交付金

　　国における新型コロナウイルス感染症に関する生活困窮者支援施策として、全都道
　府県で支給

３ 事業費の積算 内訳

合計

金額

13,584

　【支給実施主体】
　　　福祉事務所設置自治体（町村部：県　市部：各市）
　【支給対象】
　　　総合支援資金の初回貸付を終了した生活困窮世帯等
　【支給要件】
　　　・収入、資産の額が一定の基準額以下であること
　　　・ハロ－ワ－クでの相談や応募・面接等、又は生活保護の申請を行うこと
　　　・生活保護世帯でないこと等
　【支給額】
　　単身世帯：６万円／月 ２人世帯：８万円／月 ３人以上世帯：１０万円／月
  【支給期間】
　　初回３か月、再支給３か月（申請受付は令和４年８月末まで）

　　今後については未定

　　　なし



（県単独補助金除く）

□

■

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか

事業開始前 R2年度
(R ) 実績

○指標を設定することができない場合の理由

令
和
２
年
度

目標 (R ) 達成率

（目標の達成度を示す指標と実績）

①

令和６年度当初予算にて追加

指標① 目標：＿＿ 実績： ＿＿ 達成率： ＿＿ ％

事 業 評 価 調 書

新 規 要 求 事 業　

継 続 要 求 事 業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により生活に困窮しているが、総合支援資金の
再貸付が終了する等してさらなる貸付を利用できなくなった世帯の当面の生活費を支
援するため、国において創設された「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援
金」を支給する。

　新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯を対象とする支援金で
あり、資金需要に速やかに対応する必要があるものの、経済的影響の期間、範囲等は
見通すことはできず、対象者数等を明確に特定することはできないため、金額や件数
といった具体的な数値目標を設定することができない。

目標
指標名

R3年度 R4年度 終期目標

②

（これまでの取組内容と成果）

・取組内容と成果を記載してください。

令
和
３
年
度

令和５年度当初予算にて追加

指標① 目標：＿＿ 実績： ＿＿ 達成率： ＿＿ ％

令
和
４
年
度



・事業が直面する課題や改善が必要な事項

なし
（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）

２ 事業の評価と課題

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのよ
うに取り組むのか
　次年度以降の方向性については未定

（事業の評価）

・事業の必要性(社会情勢等を踏まえ、前年度などに比べ判断)
　３：増加している ２：横ばい １：減少している ０：ほとんどない

（次年度の方向性）

・事業の有効性(指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか)
　３：期待以上の成果あり
　２：期待どおりの成果あり
　１：期待どおりの成果が得られていない
　０：ほとんど成果が得られていない

(評価) 　生活福祉資金貸付制度における特定貸付のうち、総合支援資金の貸付を受
けた世帯数は、令和３年１１月３０日現在で約１４，４００世帯に上る。
　これらの世帯のような、生活に困窮してもこれ以上の支援を受けることが
できない世帯には、新たに本支援金による支援を行うことが必要不可欠であ
る。

３

・事業の効率性(事業の実施方法の効率化は図られているか)
　２：上がっている １：横ばい ０：下がっている

(評価) 　国が定める基準、手順等に従い、福祉事務所、社会福祉協議会等の関係機
関が連携して事務を進める。

（今後の課題）

(評価)
　新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯を支援するた
め、本支援金を支給する必要性が高い。

３

　　新型コロナウイルス感染症の経済的影響の期間、範囲等が未だ不透明であるこ
　とから、当面の間生活に困窮する方に対する支援を継続的に実施していく必要が
　ある。また、社会情勢の変化等を踏まえ、適時対応の見直し等を図る必要性が生
　じる可能性がある。

２


